ＮＰＯ法人「子どもの心理療法支援会」への入会および会員登録手続きのご案内

　臨床心理士、医師、ケースワーカー、保健師など専門職の方が本ＮＰＯ法人の会員になられる場合、

「賛助会員」と「専門会員」の２通りの方法があります。

　賛助会員は、一口5,000円の年会費（寄付）による経済的な援助によりＮＰＯ活動にご参加いただくものです。本ＮＰＯ法人の趣旨にご賛同いただける方でしたら、どなたでもご参加いただけます。賛助会員の皆様には、NPOの事業内容（セラピー支援活動、研修活動など）を掲載したニュースレターを年に数回お送りいたします。また本ＮＰＯの主催する研修等にご参加いただくことができます。

　専門会員は、年会費15,000円（2007年９月まで。以後、変更の可能性あり）による経済的な援助に加え、ＮＰＯの行う事業の推進に携わっていただくことになります。年に1度開催される総会への参加権、およびＮＰＯの事業推進に対する発言権を有します。ＮＰＯ主催の研修、セラピー支援事業、ＮＰＯ広報活動などにおいては、参加していただくのみならず、その事業を推進するスタッフとしての積極的なご参加・ご発言を歓迎いたします。

　本ＮＰＯ主催の研修やセミナーに関するご案内は、ニュースレター等を通して会員の皆さまに広くお届けいたしますが、少人数コース（定員５人から１５人）においては専門会員優先の受付となる場合もあります。少人数の専門的な研修への参加をご希望の方は、専門会員としての登録をご検討ください。賛助会員から専門会員への途中からの変更も可能です。

　ＮＰＯ法人の定款の第３章 第６条に会員についての項がありますので、そちらも併せてご覧ください。

＜賛助会員登録ご希望の皆様へ＞

　入会申込書にご記入いただき、事務局まで郵送またはＦＡＸでお送りいただくとともに、下記の口座に年会費（一口５０００円）をお振込み下さい。お振込みの確認ができ次第、事務局からご連絡いたします。

☆郵便振替口座　　番号：００９１０－８－１６８３５８

　　　　　　　　　　　　　　　　　  名称：NPO法人子どもの心理療法支援会　入会金・年会費

＜専門会員登録ご希望の皆様へ＞

　入会申込書にご記入いただき、事務局まで郵送またはＦＡＸでお送りください。専門会員の場合は、理事会（毎月第３土曜日開催）での承認が必要となりますので、登録までに少し時間を要します。理事会の承認が得られましたら、入会金、年会費の振り込み方法など、事務局からご連絡いたします。

　　　　　　　　　　入会申込書の送付先・連絡先　
　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人「子どもの心理療法支援会」事務局

　　　　　　　　　　〒604－8187　京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町444　初音館302
　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　０７５－６００－３２３８　　Ｅ-mail　npo-kodomo-shinri@apost.plala.or.jp
